
i n f o r m a t i o n

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

　
４
月
29
日
付
け
で
、
春
の
叙
勲
・

褒
章
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
市
内

の
受
章
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

春
の
叙
勲
・
褒
章
受
章

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

叙
　
勲

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

瑞
宝
単
光
章

褒
　
章

▼
水
上
　
忠
弘
さ
ん
（
山
代
町
）

　
元
伊
万
里
・
有
田
地
区
医
師
会
会
長

旭
日
双
光
章

▼
泉
　
建
一
さ
ん
（
東
山
代
町
）

　
元
公
立
小
学
校
長

▼
諸
石
　
義
弘
さ
ん
（
瀬
戸
町
）

　
元
伊
万
里
市
消
防
団
団
長

▼
江
口
　
幸
則
さ
ん
（
大
坪
町
）

　
元
３
等
海
尉

▼
大
木
　
幹
雄
さ
ん
（
立
花
町
）

　
元
伊
万
里
市
消
防
司
令
長

▼
津
上
　
安や

す

次じ

さ
ん
（
木
須
町
）

　
元
伊
万
里
市
消
防
司
令
長

▼
中
井
　
義よ

し

人ひ
と

さ
ん
（
大
川
町
）

　
元
３
等
陸
尉

藍
綬
褒
章

瑞
宝
双
光
章

▼
川
元
　
和
弘
さ
ん
（
大
坪
町
）

　
現
保
護
司

■
専
決
処
分
の
承
認
（
※
）

　
次
の
２
議
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
３

月
31
日
に
専
決
処
分
し
た
の
で
、

議
会
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
す
。

▽
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

議

会

報

告

平
成
29
年
第
１
回
臨
時
会

　
平
成
29
年
伊
万
里
市
議
会
第
１
回
臨
時
会
が
５
月
18
日
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
の
臨
時
会
で
は
、
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
な
ど
が
行
わ

れ
、
議
長
に
前
田
　
久
年
議
員
、
副
議
長
に
馬
場
　
繁
議
員
が
そ
れ
ぞ

れ
選
出
さ
れ
た
ほ
か
、各
常
任
委
員
会
な
ど
の
構
成
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
般
議
案
３
件
、
予
算
議
案
３
件
、
報
告
１
件
の
審
議
が

行
わ
れ
た
結
果
、
提
出
議
案
は
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
、
可
決
ま
た

は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

馬場　繁 副議長 前 田 久 年 議長

一
般
議
案

　
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
伴

い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措

置
の
対
象
を
拡
大
し
た
も
の
で
す
。

▽
平
成
28
年
度
一
般
会
計
補
正
予

　
算
（
第
12
号
）

　
地
方
交
付
税
、
ふ
る
さ
と
応
援

基
金
寄
附
金
な
ど
の
額
の
確
定
に

伴
い
、
特
別
交
付
税
や
ふ
る
さ
と

応
援
基
金
寄
附
金
の
増
額
、
市
債

の
減
額
な
ど
、
所
要
の
補
正
措
置

を
講
じ
た
も
の
で
す
。

■
平
成
29
年
度
一
般
会
計
補
正
予

　
算
（
第
１
号
）

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
へ
の

繰
出
金
を
追
加
す
る
た
め
、
一
般

会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

５
億
２
７
６
９
万
５
０
０
０
円
を

追
加
し
、
補
正
後
の
予
算
総
額
を

新 議長・副議長が決まりました

予
算
議
案

２
５
３
億
３
４
６
９
万
５
０
０
０

円
と
し
た
も
の
で
す
。

■
平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

ほ
か
１
件

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予

算
お
よ
び
公
共
下
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算
に
つ
い
て
、
平
成

28
年
度
決
算
に
お
い
て
歳
入
不

足
が
生
じ
る
見
込
み
で
あ
っ

た
た
め
、
平
成
29
年
度
の
歳
入

を
繰
り
上
げ
て
充
用
し
た
も
の

で
す
。 総 務 委 員 会 文教厚生委員会 産業建設委員会

◎は委員長、○は副委員長、敬称略

議会運営委員会

委員会構成

◎井 手　　 勲
○中 山　光 義
　前 田　久 年
　力 武　勝 範
　梶 山　　 太
　多久島　  繁
　草 野　　 譲
　盛 　　泰 子

◎香 月　孝 夫
○前 田　邦 幸
　馬 場　　 繁
　副 島　　 明
　山 口　恭 寿
　舩 津　賢 次
　松 尾　雅 宏
　樋 渡　雅 純

◎東 　　真 生
○坂 本　繁 憲
　岩 﨑　義 弥
　弘 川　貴 紀
　前 田　敏 彦
　松 永　孝 三
　渡 邊　英 洋
　笠 原　義 久

◎樋 渡　雅 純
○副 島　　 明
　岩 﨑　義 弥
　中 山　光 義
　坂 本　繁 憲
　井 手　　 勲
　山 口　恭 寿
　盛 　　泰 子

（※）専決処分　議会の議決を要する案件について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が
ないことが明らかである場合などに、市長の判断で決定（処分）し、その後開かれる議
会で承認を求めるもの（地方自治法第 179 条第１項）

19 2017.6広報伊万里



検診名 対象年齢（平成 30

年３月 31 日現在） 
料　金 検査内容

受診方法
集団
検診

医療機関（実施月）

30 歳代健康診査 30 〜 39 歳

無　料

身長・体重・腹囲・
血液検査・尿検査・
診察

○ ○

県内の指定医療機関（６〜
３月）

特定健康診査
（国民健康保険加入者）

40 〜 74 歳 ○ ○

長寿健康診査 75 歳以上 ○ ○

肝炎ウイルス検査 30 歳以上 血液検査 ○ ×

前立腺がん検診 50 歳以上

各 500 円

血液（PSA）検査 ○ ×

大腸がん検診

40 歳以上

便潜血検査 ○ ×

胃がん検診
（バリウム検査）

（要予約）

X 線検査
（バリウム）

○ ×

結核・肺がん検診 胸部 X 線検査 ○ ○
伊万里・有田地区の指定医
療機関（６〜２月）

乳がん検診
（要予約）

X 線検査
（マンモグラフィ）

○ ○
伊万里・有田地区の指定医
療機関（６〜２月）

子宮がん検診 20 歳以上
視診、子宮頸

けい

部
ぶ

の細
胞診

○ ○
県内の指定医療機関（４〜
３月）

骨粗しょう症検診
（要予約）

40・45・50・
55・60・65・
70 歳女性

腕の X 線検査 ○ ×

新 胃がん検診
（胃内視鏡検査）

（要予約）

50・52・54
・56・58 歳。
バリウム検査
との併用不可

5,000 円
胃内視鏡検査（胃カ
メラ）

× ○
伊万里・有田地区の指定医
療機関（６〜３月）

インフォメーション

● 問合・申込先　健康づくり課健康推進係（ 　☎㉒３９１６）

受診方法
集団検診 決められた日程で公民館などで受ける検診です。どの会場でも受診できます。

医療機関 指定医療機関で受ける個別検診です。

持っていくもの
受診票、料金、健康手帳、健康保険証（特定健診を受診する人）
※ 受診票は５月中に郵送しています。受診票がない人は健康づくり課へ申し込んでください。

特定健康診査・がん検診を受けましょう

500 円で安心、がんの早期発見！

１つのがん検診が 500 円で、特定健診・健康診査は無料で受診できます
※ 生活保護世帯に属する人は受診時、証明書を提出することで無料になります

ワンコインがん検診　　　　が始まります
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インフォメーション

実施場所 実施日

特
定
健
診

肝
炎
ウ
イ
ル
ス

前
立
腺
が
ん

肺
が
ん

大
腸
容
器
配
布

胃
が
ん

子
宮
頸
が
ん

乳
が
ん

骨
そ
し
ょ
う
症

受付開始時間 ( 受付終了は 10 時 30 分 ) ８時 30 分 10 時 ９時
９時
30 分

市民センター

  8 月  1 日（火）・  2 日（水）・
　　　 3 日（木）・  4 日（金）・
　　  21 日（月）・22 日（火）・
　　  23 日（水）・24 日（木）・
　　  25 日（金）

● ● ● ● ● ● ● ●

  9 月 24 日（日）　 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 月  6 日（金）
（夜間検診デー　受付時間午後５時
30 分〜７時）

● ●

立花公民館

  6 月 29 日（木） ● ● ● ●

10 月   4 日（水） ● ●

11 月 15 日（水） ● ● ●

黒川公民館

  6 月 30 日（金） ● ● ● ●

10 月 25 日（水） ● ●

10 月 26 日（木） ● ●

波多津公民館

  6 月 16 日（金） ● ● ● ●

10 月 23 日（月） ● ●

10 月 24 日（火） ● ●

南波多公民館

  6 月 20 日（火） ● ● ● ●

10 月 16 日（月） ● ●

10 月 17 日（火） ● ●

大川公民館

  6 月 21 日（水） ● ● ● ●

10 月 12 日（木） ● ●

10 月 19 日（木） ● ●

松浦公民館

  6 月 23 日（金） ● ● ● ●

10 月   3 日（火） ● ●

10 月   5 日（木） ● ●

二里公民館

  6 月 27 日（火）・28 日（水） ● ● ● ●

10 月 30 日（月） ● ●

11 月 16 日（木） ● ●

東山代公民館

  6 月 13 日（火）・14 日（水） ● ● ● ●

  9 月 28 日（木） ● ●

10 月 10 日（水）・11 日（水） ● ●

  夢耕房たきの 10 月 11 日（水） ●

  楠久公民館   6 月   5 日（月） ● ●

  川南集会所   6 月   5 日（月） ● ●

  山代公民館

  6 月   5 日（月） ● ●

  6 月   6 日（火）・7 日（水） ● ● ● ●

  9 月 19 日（火） ● ●

  9 月 20 日（水） ● ●

集団健診日程表
●は健康づくり課への予約が必要です。

受付時間午前 11 時 15 分〜 11 時 45 分

受付時間午前９時〜 10 時

受付時間午後１時〜２時

受付時間午前 11 時〜 11 時 30 分
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インフォメーション

６月から市税の納付が始まります

● 問合先
▷市県民税、国民健康保険税について　　税務課市民税係　　 （ 　☎㉓２１４８）
▷固定資産税について　　　　　　　　　税務課固定資産税係（ 　☎㉓２１４９）
▷口座振替、納税相談について　　　　　税務課収納対策室    （ 　☎㉓２１５２）

　集合徴収市税（市県民税、固定資産税、国民健康保険税）の納付が、６月から始まります。
　納税通知書、全期前納用納付書、第１期と第２期の納付書（ただし、口座振替の利用
者には、納税通知書のみ）を納税義務者に６月中旬に郵送しますので、最寄りの金融機
関またはコンビニエンスストアで期限内に納付してください。また、固定資産税の課税
対象者には、課税明細書を同封しますので、資産内容を確認してください。

集合徴収市税の納期

　６月から翌年３月までの 10 期です。ただし、税額によって
は納期数が少ない場合もあります。

納付方法・納期限

▷納付書
　納期が属する月の月末（12 月のみ 25 日）です。
※月末が土・日曜日、祝日の場合は、翌営業日になります。

▷口座振替
　振替日は、毎月 26 日（12 月のみ 25 日）です。
※振替日が土・日曜日、祝日のときは、翌営業日になります。
※振替できなかった場合は、翌月 10 日に再振替をします。

振替方法を、『一括から期別納付』に、も
しくは『期別から一括納付』に変更、ま
たは廃止する場合は、６月14 日（水）ま
でに税務課収納対策室に連絡してくださ
い。納税通知書が届いてからでは、間に
合わないことがあります。

振替方法の変更・廃止はお早めに

口座振替を利用する人へ

国民健康保険税の軽減（５割・２割）の判定所得基準が引き上げられました

▷国民健康保険税額の５割軽減・２割軽減の判定所得基準額

５割軽減の対象 ２割軽減の対象

改定前 合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
26 万 5 千円）以下の世帯

合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
48 万円）以下の世帯

改定後 合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
27 万円）以下の世帯

合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
49 万円）以下の世帯

▷口座振替が便利
　納税には、納付に行く手間や納め忘れの心配がなくなる『口座振替』が便利です。希望する人は、市内金融機関また
は市役所、もしくは各町公民館で申し込んでください（申し込む際は、通帳の届け出印が必要です）。

▷一括納付がお得
　納付書または口座振替で納付する人（普通徴収）は、６月 30 日（金）までに年額を一括納付（全期前納）すると、
市県民税および固定資産税には全期前納報奨金制度（※1）（※2）が適用されます。年間の納付額が最大で約 1.7 ㌫（上
限５万円）少なくなります。報奨金の額は、納税通知書で確認してください。

（※1）全期前納報奨金制度は、市税の滞納がある人や報奨金の額が 100 円未満になる人には、適用されません。
（※2）全期前納報奨金制度の対象となる人が一括納付する場合、コンビニエンスストアでの取り扱いはできません。

▷納税相談の利用
　失業や長期入院などの理由で納税が困難な場合は、分納などの相談を受け付けます。また、借金返済や家計状況に悩
んでいる場合は、ファイナンシャルプランナーによる家計改善に向けた相談（※3）をご利用ください。

（※3）相談日（予約制） … 毎月第２金曜日、第４日曜日

納税のお勧めポイント
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伊
万
里
梨
を
は
じ
め
と
す
る
果

樹
等
産
地
の
面
積
維
持
・
拡
大
を

目
的
に
、
市
内
に
お
い
て
農
地
の

借
り
受
け
や
改
植
な
ど
を
行
う
農

業
者
に
対
し
、
支
援
を
行
い
ま
す
。

◆
平
成
29
年
度
伊
万
里
梨
等
産
地

維
持
・
拡
大
事
業

●

対
象
品
目
　
梨
、
ぶ
ど
う
、
梅
、

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
、
桃
、
す
も

も
、
み
か
ん
（
中
晩
柑
）、
き
ん

か
ん
、
茶

●

支
援
内
容

▽
農
地
の
借
り
受
け
補
助
　
１
㌃

あ
た
り
１
０
０
０
円
（
最
長
３

年
間
）

▽
改
植
な
ど
へ
の
補
助
　
１
㌃
あ

た
り
５
０
０
０
円

●

申
込
期
限

　
７
月
28
日
（
金
）

●

採
択
要
件

▽
農
地
の
借
り
受
け
補
助
は
12
月
31

日
ま
で
に
賃
借
権
ま
た
は
使
用
貸

借
な
ど
の
設
定
が
必
要
で
す
。

▽
改
植
な
ど
へ
の
補
助
は
、
２
㌃

以
上
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
面
積

で
平
成
29
年
度
中
に
完
了
す
る

改
植
な
ど
を
行
う
場
合
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

●

申
込
・
問
合
先
　

　
伊
万
里
梨
課
伊
万
里
梨
係

（
　
☎
㉓
２
５
５
７
）

インフォメーション

樹
園
地
拡
大
に
取
り

組
む
農
業
者
を
支
援

後期高齢者医療保険料の軽減制度が見直されます

● 問合先　
▷長寿社会課医療保険係（ 　☎㉓２１５３）
▷佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課資格賦課係（ ☎０９５２　 ８４７６）

全ての人が安心して医療を受けられる社会を維持し、世代間・世代内でそれぞれの負担能力に応じて公平に
負担してもらうため、保険料の軽減制度が見直されます。

後期高齢者医療保険料の算出方法

▷均等割額 51,800 円＋所得割額（賦課の基となる所得金額 × 所得割率 9.88％）

均等割額の軽減対象が拡大されます

▷国民健康保険税額の５割軽減および２割軽減の判定所得基準額

５割軽減の対象 ２割軽減の対象

改定前 合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
26 万 5 千円）以下の世帯

合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
48 万円）以下の世帯

改定後 合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
27 万円）以下の世帯

合計所得金額が（33 万円＋被保険者数 ×
49 万円）以下の世帯

低所得者の所得割額軽減特例が段階的に見直されます

元被扶養者の均等割額軽減特例が段階的に見直されます

後期高齢者の資格取得直前に被用者保険（市町村国民健康保険・国保組合を除く）の被扶養者であった被保険者の均
等割額軽減特例が段階的に見直されます。なお、所得割額は引き続きかかりません。

賦課の基となる所得が 58 万円以下の人
所得割額の軽減割合

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

５割軽減 ２割軽減 軽減なし

均等割額の軽減割合
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

９割軽減 ７割軽減 ５割軽減

※ 被扶養者であった人が、所得の低い人の軽減措置に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。

64

※ 賦課の基となる所得金額＝平成 28 年中の合計所得金額 -33 万円
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インフォメーション

伊
万
里
市
空
き
家
情
報
バ
ン
ク
の
空
き
家
登
録
物

件
を
募
集
し
ま
す

　
市
で
は
、
空
き
家
（
個
人
所
有

の
戸
建
物
件
）
の
有
効
活
用
と
移

住
・
定
住
を
促
進
す
る
た
め
『
伊

万
里
市
空
き
家
情
報
バ
ン
ク
制

度
』
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の

制
度
で
は
、
空
き
家
の
売
却
や
賃

貸
を
希
望
す
る
人
が
、
協
力
事
業

者
（
市
と
協
定
を
締
結
し
た
宅
建

業
者
）
を
通
し
て
『
空
き
家
情
報

バ
ン
ク
』
に
物
件
を
登
録
し
ま
す
。

市
は
、
物
件
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
、
購
入
や
賃
借
を

希
望
す
る
人
に
情
報
提
供
を
行
い

ま
す
。
市
内
に
空
き
家
を
持
つ
人

は
、
登
録
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●

申
込
・
問
合
先
　
伊
万
里
暮
ら

し
応
援
課
移
住
・
定
住
推
進
係

（
　
☎
㉓
２
１
７
２
）

【 図 】伊万里市空き家情報バンク制度フロー

伊万里市
（空き家情報バンク）

協力事業者
（市と協定を締結

した宅建業者）

空き家情報
・

交渉の経過

空
き
家
提
供
者
（
売
り
た
い
人
・
貸
し
た
い
人
）

空
き
家
利
用
者
（
買
い
た
い
人
・
借
り
た
い
人
）

空き家情報提供

利用相談登録相談

募　集

利用申し込み

見学相談

契約交渉

登録申し込み

現地調査

契約交渉

　
市
の
入
札
（
見
積
も
り
）
に
参
加

す
る
た
め
に
は
、『
指
名
を
受
け
る

資
格
を
有
す
る
業
者
』
と
し
て
の

事
前
登
録
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、

半
期
に
一
度
の
追
加
申
請
受
付
を

実
施
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
登
録

は
、
参
加
指
名
を
約
束
す
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●

対
象
業
種
　

①
物
品
関
係
（
物
品
の
購
入
、
修

繕
、
製
造
、
賃
貸
借
な
ど
）

②
建
設
工
事
、
測
量
お
よ
び
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
委

託
、
維
持
管
理
等
業
務
委
託

●

資
格
有
効
期
間

①
物
品
関
係
（
６
か
月
）

　
10
月
１
日
〜
平
成
30
年
３
月
31
日

②
建
設
工
事
、業
務
委
託（
18
か
月
）

　
10
月
１
日
〜
平
成
31
年
３
月
31
日

●

受
付
期
間

　
６
月
５
日（
月
）〜
７
月
７
日（
金
）

必
着

●

提
出
書
類

　
業
種
に
よ
っ
て
提
出
書
類
が
異

な
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
契
約
監
理
課
に
備
え
付

け
の
要
領
を
確
認
の
う
え
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

●

申
請
・
問
合
先

　
契
約
監
理
課
契
約
監
理
係

（
　
☎
㉓
２
１
７
６
）

有
資
格
業
者
登
録
申
請

（
指
名
願
）の
追
加
受
付

　
日
本
と
中
国
の
行
事

　
日
本
は
４
月
に
新
し
い
年
度

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
入
園
式
、

入
学
式
、
入
社
式
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
が
あ
り
ま
す
。

　
今
年
の
４
月
、
日
本
に
住
む

中
国
人
の
友
達
は
、
子
ど
も

の
入
園
式
の
た
め
に
ス
ー
ツ
を

買
っ
た
り
制
服
を
買
っ
た
り
、

い
ろ
い
ろ
な
準
備
を
し
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
、

中
国
と
日
本
の
文
化
の
違
い
を

感
じ
た
一
つ
で
す
。
私
の
娘
が

中
国
で
入
園
し
た
と
き
は
、
何

も
準
備
せ
ず
、
子
ど
も
を
送
っ

て
す
ぐ
に
会
社
に
行
き
ま
し

た
。
中
国
の
幼
稚
園
や
保
育
園

で
は
、
入
園
式
は
ほ
と
ん
ど
な

い
と
思
い
ま
す
。
入
学
式
や
卒

業
式
に
も
父
母
は
出
席
し
ま
せ

ん
。
先
生
と
学
生
だ
け
で
、
簡

単
に
行
う
の
が
一
般
的
で
す
。

私
が
学
校
を
卒
業
す
る
と
き

も
、
家
族
は
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
中
国
の
大
企
業
で
も
入
社
式

が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が

多
い
で
す
。
中
国
で
は
一
般
的

に
、
１
月
末
か
ら
２
月
ご
ろ
の

旧
正
月
を
境
に
新
し
い
一
年
が

始
ま
り
ま
す
が
、
９
月
か
ら
新

し
い
学
年
が
始
ま
る
大
学
生
は

卒
業
の
時
期
が
７
月
な
の
で
、

日
本
の
よ
う
に
卒
業
と
同
時
に

社
会
人
に
な
る
と
い
う
感
覚
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
新
卒

者
の
就
職
の
時
期
は
ま
ち
ま
ち

で
、
早
い
人
は
大
学
卒
業
前
の

１
月
末
か
２
月
ご
ろ
か
ら
仕
事

を
始
め
ま
す
し
、
卒
業
式
が
終

わ
っ
て
か
ら
の
人
も
い
ま
す
。
中

に
は
、
９
月
を
過
ぎ
て
も
仕
事

を
始
め
て
い
な
い
人
も
い
ま
す
。

　
日
本
の
入
園
式
や
入
学
式
な

ど
の
行
事
は
、
子
ど
も
ば
か
り

で
な
く
父
母
も
正
装
で
出
席
す

る
の
で
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
参
加
者
が
自

分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強

く
自
覚
で
き
る
と
い
う
効
果
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
近
年
、
中
国
で
も
、
入
社
式

な
ど
で
正
装
を
し
、
一
つ
の
重

要
な
行
事
と
し
て
開
催
す
る
会

社
も
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
日
本
の
よ
う
に
、
新
し
い
生

活
を
意
識
さ
せ
る
た
め
の
行
事

が
増
え
て
い
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

李リ 

瑩エ
イ

さ
ん 

リ
ポ
ー
ト
④ 

中
国
大
連
市 

公
務
研
修
生
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《
複
数
必
要
と
な
る
も
の
》

▽
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
介

護
保
険
証
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
顔
写
真
無
し
）、
学
生

証
、
社
員
証
、
預
金
通
帳
な
ど

《
身
分
証
明
書
が
無
い
場
合
》

▽
税
務
課
市
民
税
係
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●

注
意
事
項

▽
委
任
状
に
は
押
印
が
必
要
で
す
。

▽
法
人
分
の
証
明
書
を
取
得
す
る

と
き
は
、
申
請
書
も
し
く
は
委

任
状
に
代
表
者
印
ま
た
は
会
社

の
角
印
と
代
表
者
の
認
印
が
必

要
で
す
。

▽
郵
送
で
申
請
す
る
と
き
は
、
本

人
確
認
書
類
の
写
し
を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

●

問
合
先
　
税
務
課
市
民
税
係

（
　
☎
㉓
２
１
４
８
）

インフォメーション

　
７
月
か
ら
、
税
務
諸
証
明
の
発

行
申
請
の
際
に
窓
口
に
来
た
人
の

本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

個
人
情
報
の
保
護
や
第
三
者
の
な

り
す
ま
し
に
よ
る
証
明
書
の
不
正

取
得
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
す
。

※
申
請
の
際
の
本
人
確
認
に
よ
り

申
請
書
を
自
署
で
記
入
し
た
場

合
は
押
印
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

※
固
定
資
産
台
帳
の
閲
覧
、
車
検

用
の
納
税
証
明
書
、
固
定
資
産

字
図
交
付
、
航
空
写
真
図
、
字

図
付
航
空
写
真
図
の
交
付
申
請

は
、
本
人
確
認
は
不
要
で
す
。

●

本
人
確
認
開
始
日

　
７
月
３
日
（
月
）

●

本
人
確
認
が
で
き
る
身
分
証
明
書

《
１
つ
で
確
認
で
き
る
も
の
》

▽
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付

き
の
も
の
　
運
転
免
許
証
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
、
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

税
務
諸
証
明
申
請
時
の『
本
人
確
認
』が
始
ま
り
ま
す

　
児
童
手
当
は
、
毎
年
現
況
届
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。
届
け
出
を

し
な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
必
ず
期
間

内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

●

対
　
象
　
児
童
手
当
を
現
在
受

給
し
て
い
る
人
で
、
中
学
校
３

年
生
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
人
（
公
務
員
を
除
く
）

●

受
付
方
法
　
窓
口
受
付
（
福
祉

課
）、
郵
送
受
付

●

受
付
期
間
　

　
６
月
７
日
（
水
）
〜
30
日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

※
郵
送
は 

６
月
30
日
（
金
）
必
着

●

窓
口
受
付
時
間
　
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分

※
火
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で

●

手
続
き
に
必
要
な
も
の

▽
印
鑑
（
朱
肉
使
用
の
も
の
）

▽
受
給
者
（
保
護
者
）
の
健
康
保

険
証
の
コ
ピ
ー

※
国
民
年
金
加
入
者
は
除
く

▽
児
童
が
市
外
在
住
の
場
合
は
、

児
童
の
住
民
票
謄
本

▽
平
成
29
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
し
た
人
は
、
１
月
１
日
現
在

の
住
所
地
で
発
行
の
平
成
29
年

度
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

●

問
合
先
　
福
祉
課
子
育
て
支
援

係
（
　
☎
㉓
２
３
１
０
）

児
童
手
当
の
現
況

届
け
は
忘
れ
ず
に

　
伊
万
里
の
ま
り

　
吉
本
興
業
所
属
の
芸
人
ら
に

よ
る
地
域
の
魅
力
を
伝
え
る
地

域
発
信
型
映
画
『
伊
万
里
の
ま

り
』
が
、
先
月
、
那
覇
市
で
開

催
さ
れ
た
第
９
回
沖
縄
国
際
映

画
祭
に
出
品
さ
れ
ま
し
た
。
佐

賀
県
内
で
舞
台
と
な
る
の
は
伊

万
里
が
初
め
て
で
す
。

　
物
語
は
、
秘
窯
の
里
・
大
川

内
山
に
住
む
５
年
生
の
野
球
少

女
『
ま
り
』
が
ヒ
ロ
イ
ン
。
無

職
で
野
球
好
き
の
父
と
、
焼
き

物
職
人
の
祖
父
と
の
３
世
代
の

家
族
の
絆
が
テ
ー
マ
で
す
。

　
伊
万
里
市
長
が
『
甲
子
園
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
を
立
ち
上
げ
た

こ
と
か
ら
物
語
が
始
ま
り
、
父

は
娘
の
甲
子
園
で
の
活
躍
を
夢

想
し
て
『
ま
り
』
を
徹
底
的

に
指
導
し
ま
す
。『
ま
り
』
も

期
待
に
応
え
よ
う
と
努
力
し
、

チ
ー
ム
内
で
は
守
り
の
要
の
正

捕
手
の
座
を
勝
ち
取
り
ま
す

が
、
結
果
的
に
自
分
が
守
る
べ

き
も
の
は
『
伝
統
』
だ
と
気
づ

き
、
伊
万
里
焼
の
職
人
の
道
に

進
む
こ
と
を
決
意
す
る
ス
ト
ー

リ
ー
で
す
。

　
撮
影
は
２
月
中
旬
か
ら
国
見

台
野
球
場
や
大
川
内
山
な
ど
で

あ
り
、
私
も
市
長
役
で
出
演
し

ま
し
た
。
特
に
ヒ
ロ
イ
ン
の
妹

分
の
チ
ー
ム
メ
ー
ト
役
を
黒
川

小
３
年
の
松
園
心
響（
み
こ
と
）

さ
ん
が
演
じ
て
い
て
、
存
在
感

の
あ
る
キ
ラ
リ
と
光
る
演
技
を

さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

ほ
か
に
も
ブ
ラ
ッ
ク
リ
バ
ー
や

東
山
代
少
年
野
球
の
選
手
た
ち

も
登
場
し
て
お
り
、
中
村
周
一

監
督
の
手
に
よ
っ
て
地
域
の
魅

力
が
存
分
に
凝
縮
さ
れ
た
短
編

に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　
映
画
祭
で
は
上
映
後
の
舞
台

挨
拶
の
あ
と
、
那
覇
国
際
通
り

の
レ
ッ
ド
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
多
数

の
観
衆
が
見
守
る
な
か
、
出
演

者
と
と
も
に
伊
万
里
の
法は

っ

被ぴ

を

着
て
歩
き
、Ｐ
Ｒ
を
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
ぜ
ひ
伊
万

里
か
ら
甲
子
園
に
出
場
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
伊
万
里
焼
の
後

継
者
も
育
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
な
ん
と
も
市
長
は
欲
ば
り

な
の
か
、
ま
さ
か
映
画
は
そ
れ

を
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か（
笑
）。

市長雑感

伊万里市長

塚部 芳和
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